
平
成
元
年
は
、
衆
議
院
議
員
選
挙
法
が
制
定
さ
れ
、
わ
が
国
の
選
挙
制
度
が

確
立
し
て
か
ら
百
周
年
の
記
念
の
年
に
当
る
。
こ
の
年
に
お
い
て
、
わ
が
国
の

選
挙
制
度
と
理
論
が
如
何
に
形
成
さ
れ
た
か
を
回
顧
す
る
こ
と
は
、
意
義
な
し

と
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
来
の
研
究
経
過
を
ゑ
る
と
、
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）

年
の
成
立
以
後
の
研
究
は
多
い
が
、
そ
れ
以
前
の
研
究
は
乏
し
く
、
見
る
べ
き

理
論
が
あ
ま
り
存
在
し
な
か
っ
た
、
と
の
説
が
常
識
の
様
に
な
っ
て
い
た
。

（
１
Ａ
）

従
っ
て
研
究
成
果
も
非
常
に
少
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
家
と
憲
法
構

想
の
一
環
と
し
て
明
治
改
元
前
後
か
ら
存
在
し
て
い
た
、
衆
議
院
議
員
選
挙
法

の
成
立
以
前
の
西
洋
近
代
選
挙
制
度
の
導
入
と
理
論
的
発
展
の
時
期
区
分
を
し

て
承
る
と
、
お
よ
そ
次
の
通
り
で
あ
る
。
①
明
治
維
新
前
後
か
ら
明
治
六
年
の

政
変
後
ま
で
、
②
明
治
七
年
か
ら
十
年
の
西
南
戦
争
後
ま
で
、
③
明
治
十
一
年

の
愛
国
社
再
興
前
後
か
ら
明
治
十
四
年
の
政
変
後
ま
で
、
④
明
治
十
五
年
か
ら

十
八
年
の
内
閣
制
度
の
成
立
ま
で
、
⑤
明
治
十
九
年
か
ら
二
二
年
の
明
治
憲
法

士
族
選
挙
権
論
争
と
自
由
民
権
運
動
昂
揚
期
の

選
挙
制
度
論
の
進
展

一
、
は
じ
め
に

の
成
立
ま
で
の
五
期
に
区
分
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
五
期
の
中
で
選
挙
制
度
が
最
も
盛
ん
に
論
議
さ
れ
た
の
が
、
第
二
期
の

明
治
八
年
に
お
け
る
士
族
選
挙
権
論
争
と
第
三
期
で
あ
る
。
特
に
第
三
期
に

は
、
西
南
戦
争
後
の
明
治
十
一
年
か
ら
明
治
十
四
年
の
政
変
前
後
に
か
け
て
、

政
府
と
在
野
勢
力
と
が
熾
烈
に
対
決
し
、
自
由
民
権
運
動
が
最
も
高
揚
し
た
時

期
で
あ
る
。
そ
の
中
で
国
会
の
構
成
に
関
連
し
て
選
挙
制
度
問
題
が
重
要
な
課

題
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
民
間
と
政
府
の
両
側
で
憲
法
構
想
が
次
第
に
形
成
さ

れ
、
民
間
で
は
思
想
的
に
最
高
度
に
発
達
し
、
他
方
政
府
側
の
構
想
は
骨
格

が
出
来
上
っ
て
い
た
。
第
三
期
ま
で
は
英
米
系
の
翻
訳
選
挙
論
の
移
植
が
主
流

で
、
明
治
十
五
年
は
ド
イ
ツ
・
プ
ロ
イ
セ
ン
系
の
理
論
が
主
流
に
転
換
す
る
画

期
的
時
期
で
も
あ
っ
た
。

そ
こ
で
拙
稿
は
、
そ
の
二
つ
の
重
要
な
時
期
の
選
挙
制
度
論
の
発
展
を
研
究

対
象
に
、
こ
れ
を
民
間
と
政
府
の
両
側
か
ら
現
存
す
る
入
手
可
能
な
政
治
法
制

史
料
を
利
用
し
て
、
わ
が
国
初
期
選
挙
制
度
の
思
想
的
発
展
過
程
を
文
献
学
的

に
研
究
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

澤
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民
選
議
院
設
立
論
争
の
副
産
物
と
し
て
「
士
族
選
挙
権
」
論
争
が
、
一
八
七

五
（
明
治
八
）
年
三
月
か
ら
四
月
頃
に
か
け
て
東
京
日
日
新
聞
と
郵
便
報
知
新

聞
を
軸
に
初
期
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
行
わ
れ
た
。
論
争
の
発
端
は
、
東
日
の
三

月
十
二
日
付
の
福
地
源
一
郎
の
社
説
で
あ
っ
た
。
東
日
は
、
民
権
恢
復
に
は
利

用
と
害
用
が
あ
る
と
し
、
後
者
の
例
と
し
て
普
通
選
挙
を
挙
げ
て
「
貧
富
良
賤

ヲ
論
ゼ
ズ
人
民
同
一
ノ
権
ヲ
唱
ヘ
タ
ル
ニ
付
、
治
績
少
ナ
ク
シ
テ
乱
階
多
ク
、

其
国
ヲ
衰
頽
二
陥
ラ
シ
ム
ル
ニ
至
し
り
」
と
否
定
。
士
族
は
「
彼
ノ
故
主
ナ
リ

シ
華
族
ト
モ
ロ
共
二
人
民
ノ
保
庇
ヲ
蒙
ル
所
ノ
居
候
タ
ル
ヲ
以
テ
」
「
富
良
ノ

人
民
一
一
比
シ
テ
権
理
ヲ
有
ス
ル
ノ
理
ア
ラ
ン
ャ
」
と
、
富
良
人
民
の
制
限
選
挙

を
説
き
、
士
族
が
居
候
と
し
、
そ
の
選
挙
権
付
与
を
否
認
し
た
の
で
あ
る
。
政

府
は
士
族
を
中
心
と
し
た
初
期
民
権
運
動
の
反
政
府
行
動
に
頭
を
悩
ま
し
て
お

り
、
東
日
は
御
用
新
聞
と
し
て
当
局
の
意
向
を
代
弁
し
、
士
族
に
選
挙
権
付
与

を
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

東
日
の
差
別
的
な
極
論
に
対
し
て
、
最
初
に
異
論
を
述
べ
た
の
が
、
同
十
八

日
の
朝
野
新
聞
に
お
け
る
投
書
家
民
野
の
投
書
で
、
五
、
六
百
円
以
上
の
地
券

所
持
の
人
民
と
士
族
に
代
議
人
資
格
の
付
与
を
訴
え
た
。
こ
れ
が
本
格
的
な
論

争
に
発
展
し
た
の
は
、
東
日
と
対
立
関
係
に
あ
っ
た
民
権
派
の
報
知
新
聞
が
同

二
○
日
の
社
説
欄
で
「
日
報
記
者
の
論
説
を
批
す
」
を
載
せ
て
か
ら
で
あ
る
。

同
紙
は
、
自
由
民
権
運
動
の
中
心
勢
力
を
形
成
す
る
士
族
層
を
支
持
し
、
東
日

と
制
限
選
挙
で
は
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
社
説
を
批
判
し
て
「
今
此
禄
を
以
て

家
産
と
見
倣
し
禄
税
を
以
て
租
税
と
見
倣
す
も
決
し
て
異
論
あ
ら
ざ
る
可
し
」

と
、
士
族
に
選
挙
権
の
付
与
を
主
張
し
た
。
他
方
、
東
日
で
は
同
二
三
日
に
士

二
、
士
族
選
挙
権
論
争

族
の
「
家
禄
は
家
産
に
非
ざ
る
」
の
理
由
を
の
べ
、
重
ね
て
富
民
と
同
等
の

士
族
の
代
議
選
挙
の
権
利
を
否
定
し
た
。
報
知
で
は
同
二
四
日
の
論
説
で
再
駁

し
、
家
禄
は
賞
典
の
一
種
で
歳
入
と
抗
弁
、
更
に
「
日
本
国
の
独
立
を
維
持
す

る
も
の
は
此
陳
慨
切
実
な
る
士
族
の
力
な
り
、
決
し
て
無
気
無
力
の
民
に
は
あ

ら
さ
る
な
り
」
と
、
平
民
蔑
視
観
を
含
み
な
が
ら
気
力
の
点
か
ら
も
士
族
に
権

利
あ
り
と
強
弁
し
た
。
そ
の
後
両
社
の
論
争
は
何
ら
進
展
な
く
、
翌
二
五
日
に

東
日
は
「
再
読
報
知
新
聞
駁
議
」
で
批
難
、
対
す
る
に
報
知
新
聞
は
「
再
答
東

京
日
日
新
聞
」
で
駁
議
を
行
い
、
二
七
日
に
東
日
が
「
読
報
知
新
聞
第
三
書
」

で
再
三
の
駁
論
を
す
る
な
ど
、
両
社
相
譲
ら
ず
の
水
掛
論
を
展
開
し
た
。

こ
う
し
た
両
社
の
泥
試
合
に
、
三
月
三
○
日
の
朝
野
新
聞
の
投
書
欄
で
、
乾

坤
山
人
は
第
三
者
と
し
て
、
士
族
が
家
禄
を
奉
還
し
、
そ
の
奉
還
金
で
不
動
産

を
買
求
め
て
（
五
百
円
未
満
は
不
可
）
帰
農
商
す
れ
ば
、
封
建
的
遣
弊
も
消
失

す
る
と
折
衷
論
を
提
案
し
た
。
そ
こ
で
東
日
は
同
三
一
日
の
「
読
報
知
新
聞
第

五
文
兼
答
朝
野
新
聞
」
の
社
説
で
、
自
説
を
再
論
す
る
も
乾
坤
説
が
吾
曹
の
所

謂
良
民
と
受
け
容
れ
た
。
し
か
し
報
知
は
四
月
二
日
の
論
説
で
遂
に
東
日
と
の

同
計
を
民
権
を
害
す
る
も
の
と
断
念
し
、
批
判
を
強
め
て
「
代
議
人
撰
挙
の

撰
権
を
身
代
の
ゑ
に
依
ら
ず
し
て
教
育
と
云
ふ
元
素
と
交
ぜ
て
言
ン
。
〈
オ
ン

ド
）
混
合
、
云
々
」
と
、
教
育
を
含
め
た
論
争
で
の
挑
戦
を
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
東
日
は
応
じ
ず
に
発
展
が
な
く
、
四
月
四
日
に
東
日
が
士
族
の
気
力

よ
り
良
民
の
精
神
を
強
調
。
翌
五
日
の
報
知
は
家
禄
が
昔
日
の
賞
典
と
既
得
権

を
の
べ
、
六
日
の
東
日
は
こ
れ
を
「
権
道
」
と
批
難
。
七
日
の
報
知
は
士
族
を

ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
に
入
れ
ぬ
、
と
東
日
の
非
現
実
性
を
突
き
、
論
争
は
行
詰
り
状

態
と
な
っ
た
。
同
日
、
東
日
社
説
は
、
若
江
が
士
族
の
「
頑
意
地
」
の
転
換
を

提
唱
、
朝
野
は
無
禄
士
族
の
国
会
議
員
選
挙
権
論
を
支
持
し
た
。

一
○
九



翌
八
日
に
東
日
の
福
地
は
士
族
の
特
権
放
棄
と
平
民
化
す
れ
ば
容
認
と
の
譲

歩
を
ゑ
せ
、
一
方
で
横
浜
新
聞
の
茜
山
先
生
投
書
の
士
農
工
商
雑
選
諭
を
内
外

政
が
混
乱
す
る
と
排
撃
し
た
。
他
方
、
「
あ
け
ぼ
の
」
は
、
東
日
が
民
権
を

愚
弄
す
る
空
論
と
決
め
つ
け
、
四
民
同
等
に
選
挙
権
を
付
与
す
る
普
選
論
を
主

張
、
士
族
代
議
人
選
挙
権
を
民
権
の
害
用
に
な
ら
な
い
と
容
認
し
た
。
こ
れ
が

最
も
進
歩
的
意
見
と
言
え
よ
う
。

四
月
九
日
が
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
、
報
知
が
士
族
の
家
禄
は
過
去
の
領
地
の

家
産
と
再
論
、
東
日
の
若
江
は
士
族
が
貴
族
と
し
て
代
議
人
被
選
挙
権
を
否

定
、
朝
野
で
は
東
武
鰊
生
の
投
書
が
、
士
族
は
無
産
で
も
有
智
有
力
だ
と
し
て

選
挙
権
を
容
認
、
混
合
と
区
別
選
挙
の
内
で
後
説
を
支
持
、
華
士
族
神
職
僧
侶

農
商
人
の
六
部
に
区
分
し
、
各
府
県
よ
り
各
部
名
代
人
計
十
二
名
を
選
出
し
て

議
会
を
六
局
で
構
成
、
そ
の
発
展
に
応
じ
て
君
主
貴
族
平
民
の
三
局
か
ら
君
権

民
権
の
二
局
と
す
る
も
可
、
と
建
設
的
具
体
案
を
提
示
し
た
。

翌
十
日
の
報
知
は
家
禄
が
家
産
と
繰
返
す
も
、
横
浜
毎
日
新
聞
は
術
山
逸
史

が
東
報
二
紙
を
排
斥
、
よ
り
実
証
的
に
財
産
資
格
と
し
て
の
家
禄
を
地
券
五
○

円
以
上
の
土
地
、
叉
は
地
券
未
済
の
場
合
は
田
畑
凡
そ
二
町
歩
以
上
の
所
有
者

に
選
挙
権
を
認
め
た
。
そ
し
て
、
東
日
に
は
士
族
中
の
有
産
者
を
、
報
知
に
は

平
民
中
の
有
智
者
を
採
れ
ば
良
い
と
折
衷
論
を
提
案
、
更
に
士
族
が
代
議
人
と

な
る
時
は
士
籍
を
捨
て
て
平
民
籍
に
入
る
こ
と
を
勧
め
た
。

そ
こ
で
同
十
二
日
の
報
知
は
従
来
の
説
を
繰
返
す
も
、
．
国
公
利
の
為
め

に
は
私
有
の
権
も
譲
ら
ざ
る
を
得
ず
：
：
・
・
士
族
は
永
久
此
禄
を
保
つ
を
得
ず
し

て
之
を
廃
す
る
の
義
務
あ
り
」
と
家
禄
返
上
も
説
く
に
至
り
、
東
日
に
は
引
分

け
を
提
言
、
曙
新
聞
が
普
選
論
へ
変
節
し
た
と
批
判
し
た
。
こ
こ
に
論
争
は
漸

く
収
束
を
迎
え
る
に
至
っ
た
。
翌
十
三
日
の
東
日
は
こ
れ
を
了
承
、
十
五
日
の

報
知
は
論
旨
を
進
め
て
、
士
族
の
家
禄
返
還
を
義
務
と
し
、
そ
の
気
力
を
盛
振

し
て
人
民
の
攪
誘
を
求
め
た
。
当
時
士
族
の
家
禄
に
世
論
の
批
判
が
多
く
、
選

挙
権
獲
得
の
た
め
に
譲
歩
し
返
還
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
東
白
で
は
同
十
五

日
に
従
来
の
各
社
説
を
総
括
し
、
士
族
を
貴
族
と
定
義
し
、
平
民
と
な
る
か
、

叉
は
士
族
等
の
上
院
の
設
立
を
主
張
し
た
。

そ
の
後
、
東
日
報
知
両
紙
と
も
に
士
族
選
挙
権
に
言
及
が
な
く
、
論
争
は
峠

を
越
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
東
報
二
紙
の
寄
書
欄
な
ど
に
お
い
て
、
投
書
家
達

に
よ
る
代
理
的
な
論
争
が
行
わ
れ
た
。
四
月
十
九
日
の
東
日
で
横
突
房
は
、
平

民
を
代
表
し
て
論
争
が
中
途
半
端
で
、
内
容
が
な
く
建
設
的
で
な
か
っ
た
、
と

感
想
を
述
べ
た
。
降
っ
て
同
二
九
日
に
報
知
の
那
加
津
の
投
書
は
、
士
族
代
議

人
入
札
権
と
民
権
運
動
を
支
持
、
東
日
を
政
府
の
代
弁
者
と
批
難
し
た
。
恐
ら

く
論
争
の
深
層
は
士
族
選
挙
権
論
争
を
表
看
板
と
し
て
、
実
体
で
は
政
府
側
の

国
会
時
期
尚
早
論
対
士
族
民
権
派
側
の
国
会
急
進
論
の
論
戦
の
延
長
線
上
に
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。

か
く
て
五
月
に
は
論
争
熱
は
冷
め
て
、
六
月
十
日
に
な
っ
て
東
日
の
富
田
良

文
の
保
守
論
と
、
七
月
三
○
日
の
東
日
の
松
本
英
吉
と
高
藤
三
治
の
見
当
外
れ

の
反
動
論
が
展
開
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
報
知
新
聞
な
ど
は
も
は
や
相
手
に

せ
ず
、
論
争
は
龍
頭
蛇
尾
に
終
結
し
た
。
以
後
、
選
挙
権
論
議
は
明
治
十
年
代

半
ば
ま
で
再
燃
し
発
展
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
当
時
選
挙
制
度
論
自
体
が
充

分
良
く
理
解
さ
れ
て
い
ず
、
政
府
と
民
権
両
側
の
政
争
の
具
に
さ
れ
、
あ
ま
り

理
論
的
発
展
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
初
め
て
現
実
問
題
と
し
て
国
会
開
設
論
争

を
発
展
さ
せ
、
選
挙
制
度
論
の
世
論
換
起
に
貢
献
、
後
の
普
選
論
と
制
限
選
挙

（
２
）

論
の
理
論
的
対
立
の
先
駆
と
し
て
一
定
の
役
割
を
果
し
た
の
で
あ
っ
た
。

一

一

○



自
由
民
権
運
動
は
、
一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
に
愛
国
社
が
再
興
さ
れ
、

初
期
の
士
族
と
都
市
知
識
人
中
心
か
ら
次
第
に
豪
農
商
と
農
民
層
の
地
方
民
会

闘
争
や
地
租
改
正
運
動
と
結
合
。
七
九
（
十
二
）
年
十
一
月
の
愛
国
社
第
三
回

大
会
で
国
会
開
設
署
名
運
動
を
決
議
し
、
民
権
運
動
は
全
国
的
に
拡
大
し
た
。

翌
八
○
（
十
三
）
年
三
月
に
国
会
期
成
同
盟
を
結
成
、
四
月
に
国
会
開
設
請
願

書
を
元
老
院
に
提
出
し
た
。
同
十
一
月
に
は
国
会
期
成
同
盟
を
大
日
本
国
会
期

成
有
志
公
会
と
改
称
、
憲
法
見
込
案
の
持
寄
な
ど
を
決
議
し
、
全
国
的
に
民
権

各
社
が
独
自
の
政
体
乃
至
選
挙
法
制
論
を
構
想
し
て
、
民
権
運
動
は
全
盛
期
を

調
歌
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

他
方
、
政
府
側
で
は
、
元
老
院
が
七
八
年
六
月
に
第
二
次
草
案
の
「
日
本
国

憲
按
」
を
起
草
す
る
も
、
修
正
命
令
を
受
け
、
翌
七
九
年
十
二
月
に
各
参
議
に

立
憲
政
体
意
見
書
の
提
出
を
命
令
。
元
老
院
が
第
三
次
確
定
案
の
「
国
憲
」
を

作
成
す
る
も
、
八
○
（
十
三
）
年
十
二
月
に
岩
倉
ら
の
反
対
で
不
採
択
と
な
っ

た
。
第
二
次
案
で
は
代
議
士
院
が
第
四
篇
第
三
章
で
条
文
化
さ
れ
、
選
挙
規
程

は
代
議
士
が
満
二
五
歳
以
上
の
一
定
納
税
要
件
・
任
期
四
年
の
二
年
毎
半
数
改

選
・
十
五
万
人
に
一
名
の
人
口
比
例
の
選
出
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。
国
政
し
。
ヘ

ル
の
選
挙
用
語
と
選
挙
法
制
論
は
こ
こ
に
一
応
定
着
を
ゑ
た
と
言
え
よ
う
。
第

三
次
案
で
は
第
四
篇
第
三
章
第
一
条
選
挙
規
程
は
別
に
定
め
る
と
除
外
さ
れ
、

任
期
と
改
選
の
み
残
っ
て
い
た
。

民
権
運
動
に
対
処
し
て
、
政
府
は
予
め
準
備
し
て
い
た
が
、
七
八
年
の
第
二

回
地
方
官
会
議
で
地
方
三
新
法
を
審
議
し
、
同
七
月
に
こ
れ
を
布
告
、
八
○
年

四
月
に
は
地
価
据
置
の
譲
歩
を
し
た
。
「
府
県
会
規
則
」
で
は
第
二
章
の
「
選

三
、
自
由
民
権
運
動
昂
揚
期
の
選
挙
制
度
論
の
進
展

挙
」
に
お
い
て
、
選
挙
権
が
満
二
○
歳
・
地
租
五
円
以
上
納
税
の
通
常
男
子
、

被
選
挙
権
が
満
二
五
歳
・
本
籍
地
三
年
以
上
在
住
、
地
租
十
円
以
上
の
納
税
者

の
制
限
選
挙
制
・
記
名
主
義
・
選
挙
会
・
選
挙
名
簿
・
任
期
四
年
の
二
年
毎
に

半
数
改
選
な
ど
近
代
的
制
度
を
定
め
た
。
こ
こ
に
我
国
は
国
会
の
準
備
制
度
の

含
意
で
地
方
し
。
ヘ
ル
の
ゑ
で
あ
っ
た
が
、
初
め
て
全
国
均
一
の
選
挙
法
制
度
が

実
現
を
み
た
の
で
あ
る
。

政
府
は
第
三
回
地
方
官
会
議
を
開
催
し
て
府
県
会
規
則
改
正
な
ど
審
議
、
施

行
。
四
月
に
民
権
運
動
の
弾
圧
の
た
め
に
集
会
条
例
を
公
布
。
朝
野
の
熾
烈
な

対
決
期
が
現
出
し
た
。
明
治
十
四
年
の
政
変
に
お
い
て
岩
倉
具
視
・
伊
藤
博
文

ｌ
井
上
毅
の
絶
対
主
義
天
皇
制
国
家
構
想
が
勝
利
し
、
大
隈
重
信
は
そ
の
急
進

的
英
国
流
立
憲
国
家
構
想
な
ど
が
排
撃
さ
れ
て
下
野
。
政
府
は
民
権
派
に
譲
歩

す
る
形
で
、
開
拓
使
官
有
物
払
下
げ
の
中
止
、
明
治
二
三
年
の
国
会
開
設
と
国

け
ん
ぜ
い

憲
制
定
を
勅
諭
で
公
約
、
国
安
妨
害
へ
の
国
典
の
処
罰
で
牽
制
を
し
た
。
同
十

月
に
民
権
主
流
派
と
国
友
社
等
は
板
垣
退
助
を
総
理
に
自
由
党
を
創
立
、
翌
八

二
（
十
五
）
年
四
月
に
都
市
民
権
派
は
大
隈
を
総
理
に
立
憲
改
進
党
を
結
成
し

た
の
で
あ
る
。
そ
の
間
民
間
の
憲
政
Ｉ
選
挙
制
度
論
は
、
民
権
運
動
の
進
展
に

つ
れ
て
そ
の
要
求
実
現
の
た
め
、
私
擬
憲
法
案
な
ど
具
体
案
が
研
究
さ
れ
、
単

な
る
翻
訳
論
の
受
容
か
ら
脱
却
し
て
、
そ
れ
ら
を
検
討
解
釈
し
て
次
第
に
独
自

の
現
実
的
理
論
を
生
成
す
る
に
至
っ
た
。

一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
は
従
前
の
七
四
年
か
ら
七
七
年
の
過
渡
的
翻
訳
選

挙
論
か
ら
専
門
各
論
的
翻
訳
選
挙
論
の
受
容
期
に
あ
っ
た
。
こ
の
年
の
場
合
は

本
格
的
な
法
律
書
と
フ
ラ
ン
ス
の
地
方
法
の
導
入
が
特
徴
的
で
あ
る
。
先
ず
二

月
に
星・
フ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
駒
罐
『
英
国
法
律
全
書
』
全
六
巻
、
有
為
社
蔵
版
の
大
冊
が

出
版
さ
れ
た
。
同
著
は
イ
ギ
リ
ス
の
法
律
概
論
で
あ
る
が
、
巻
一
の
議
院
（
上

一
一
一



下
房
）
の
個
所
で
、
訳
は
生
硬
な
所
が
あ
る
が
、
選
挙
制
度
を
州
郡
と
城
市
の

選
挙
人
身
分
・
被
選
挙
人
身
分
、
選
挙
手
順
な
ど
に
就
い
て
詳
述
し
て
い
た
。

次
に
同
五
月
、
大
森
鈍
一
訳
述
『
仏
国
地
方
分
権
法
』
博
聞
社
が
刊
行
さ
れ

た
。
こ
れ
は
一
八
七
一
年
八
月
の
法
律
を
訳
し
た
も
の
で
、
県
会
規
則
の
第
二

章
県
会
編
成
の
第
四
条
か
ら
二
二
条
に
お
い
て
、
小
選
挙
区
制
・
選
挙
人
名
簿

・
財
産
制
限
選
挙
・
禁
治
産
者
と
官
吏
な
ど
十
六
項
の
排
除
要
件
及
び
兼
任
禁

止
。
選
挙
年
の
三
年
期
日
・
第
一
次
第
二
次
投
票
制
・
検
査
・
退
任
・
任
期
六

（
Ｑ
Ｊ
）

年
毎
半
数
改
選
・
補
欠
選
挙
な
ど
正
確
に
訳
出
し
て
い
た
。

続
い
て
同
六
月
に
新
し
い
傾
向
の
、
飯
島
有
年
編
刊
『
各
国
議
会
概
覧
』
が

出
た
。
同
著
は
第
一
章
議
員
撰
挙
で
、
英
・
米
・
仏
・
蘭
各
国
を
比
較
し
な
が

ら
議
員
撰
挙
手
続
・
投
票
・
撰
挙
区
・
「
撰
者
と
被
撰
者
」
・
議
会
人
員
・
議

員
任
期
・
議
員
進
退
な
ど
を
個
条
書
き
に
分
り
易
く
展
観
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
著
者
独
自
の
観
点
か
ら
従
来
の
基
礎
資
料
を
利
用
し
て
、
選
挙
制
度
の

主
要
綱
目
毎
に
配
列
し
た
点
に
進
歩
が
承
ら
れ
、
便
利
で
制
度
そ
の
も
の
の
実

状
が
か
な
り
明
ら
か
と
な
っ
た
。
更
に
同
九
月
に
は
、
松
岡
秀
之
訳
『
仏
国
州

会
法
則
」
瓊
林
堂
蔵
版
が
出
さ
れ
た
が
、
大
森
の
と
．
ヘ
ア
を
な
す
も
の
と
思
わ

れ
、
同
七
一
年
の
州
会
法
を
翻
訳
し
た
。
第
二
章
州
会
編
成
で
、
一
県
一
名
選

出
・
選
挙
人
名
簿
・
直
税
及
び
官
職
等
制
限
・
選
挙
会
・
審
査
・
任
期
・
補
欠

（
４
）

選
挙
な
ど
記
述
し
て
い
た
。

同
年
の
選
挙
論
の
多
様
化
を
反
映
し
て
、
男
女
同
権
論
の
翻
訳
を
通
じ
て
婦

人
参
政
権
論
が
移
植
さ
れ
た
。
酷
紳
騏
罐
『
男
女
同
権
論
』
山
中
氏
蔵
版
、
同

一
月
は
、
男
女
同
権
の
理
由
を
述
べ
、
国
法
を
設
け
て
婚
姻
の
契
約
の
確
守
を

主
張
、
婦
人
参
政
権
を
容
認
し
た
。
ま
た
鈩
狼
蚤
擢
『
婦
女
法
律
論
』
翠
涛
蔵

版
、
同
六
月
は
第
五
章
「
女
子
ノ
国
政
一
一
関
ワ
ル
ヘ
キ
制
限
」
で
「
婦
人
ヲ
シ

テ
国
政
ニ
テ
与
セ
シ
メ
サ
ル
ハ
唯
理
二
於
テ
不
可
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
亦
策
ノ

得
ダ
ル
者
二
非
サ
ル
ナ
リ
」
と
婦
人
参
政
権
に
賛
意
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
男

尊
女
卑
の
厳
し
い
、
当
時
に
あ
っ
て
進
歩
的
訳
書
で
あ
っ
た
。
普
選
論
は
七
五

年
四
月
の
曙
新
聞
社
説
以
後
あ
ま
り
見
掛
け
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
七
八
年
十
二

月
に
丹
羽
純
一
郎
は
『
通
俗
日
本
民
権
真
論
』
で
、
「
民
撰
議
院
タ
ル
ャ
全
国

ノ
衆
才
ヲ
撰
挙
シ
、
議
事
院
二
登
シ
天
下
大
小
ノ
事
ヲ
討
論
シ
テ
、
之
ヲ
衆
議

二
決
シ
、
然
ル
後
チ
之
ヲ
人
民
二
施
ス
。
其
公
明
正
大
ナ
ル
コ
ト
日
月
卜
光
ヲ

争
フ
モ
可
ナ
リ
。
国
会
ノ
法
方
少
シ
ク
異
ル
ト
雛
ト
モ
、
其
公
平
ヲ
主
ト
ス
ル

（
反
Ｊ
）

二
至
テ
ハ
、
更
二
差
等
ア
ル
ナ
シ
」
と
普
選
論
を
提
唱
し
た
。
こ
れ
ら
は
注
目

に
値
す
る
と
言
え
よ
う
。

政
府
筋
の
政
治
翻
訳
書
は
今
年
に
な
っ
て
非
常
に
少
な
く
な
っ
た
が
、
こ
れ

は
西
南
戦
争
の
影
響
と
か
、
府
県
会
規
則
等
の
材
料
が
充
分
に
訳
さ
れ
て
必
要

が
減
少
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
政
治
関
係
法
と
し
て
は
、
浄
職
窪
師
罐
『
米
国
法

律
原
論
』
司
法
省
蔵
版
、
七
八
年
二
月
が
巻
之
上
の
第
八
欺
「
合
衆
国
立
法
局

ノ
事
ヲ
論
ス
」
で
、
下
院
と
上
院
の
被
選
挙
権
・
定
数
及
び
各
州
で
異
な
る
期

日
や
方
法
な
ど
簡
単
に
選
挙
制
に
触
れ
て
い
た
。
ま
た
山
崎
直
胤
纂
訳
『
仏
国

政
法
掲
要
』
有
栖
川
宮
蔵
版
、
同
九
月
は
、
立
法
議
院
の
所
で
代
議
士
の
定
員

・
小
選
挙
区
・
選
挙
被
選
挙
要
件
・
選
挙
簿
・
第
一
第
二
回
選
挙
会
・
検
査
な

（
一
度
Ｕ
）

ど
訳
述
し
た
。
有
栖
川
宮
は
こ
れ
を
地
方
官
会
議
に
際
し
て
研
究
の
た
め
に
頒

布
し
た
も
の
で
あ
る
。

七
九
（
十
二
）
年
に
入
る
と
、
国
会
論
議
が
再
興
し
、
わ
が
国
独
自
の
憲
法

Ｉ
選
挙
論
が
出
は
じ
め
た
こ
と
が
新
傾
向
で
あ
る
。
在
野
側
で
は
、
私
擬
憲
法

案
が
三
月
頃
に
起
草
さ
れ
た
共
存
同
衆
「
私
擬
憲
法
意
見
」
を
噛
矢
と
し
、
国

会
論
は
七
・
八
月
に
報
知
新
聞
に
連
載
さ
れ
、
同
八
月
に
藤
田
茂
吉
箕
浦
勝
人

一
一
一
一



共
著
『
国
会
論
』
前
編
が
発
行
さ
れ
て
、
国
会
開
設
論
が
再
燃
し
た
の
で
あ

る
。
同
十
月
に
は
岡
山
県
三
国
懇
親
会
が
元
老
院
に
国
会
開
設
建
白
書
を
提
出

し
、
以
後
翌
年
に
か
け
て
多
数
の
建
白
書
が
ブ
ー
ム
と
な
っ
て
政
府
に
提
出
さ

れ
た
。同

衆
案
は
「
政
権
民
権
ヲ
享
有
ス
ル
ニ
五
歳
以
上
ノ
男
子
一
一
シ
テ
定
格
ノ
財

産
ヲ
所
有
ス
ル
モ
ノ
」
と
の
制
限
選
挙
で
あ
っ
た
。
福
沢
の
国
会
論
で
は
英

（
ワ
ｊ
）

国
の
議
員
撰
挙
法
を
提
唱
す
る
も
、
具
体
案
は
不
明
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
同
七
九
年
に
は
一
方
で
依
然
と
し
て
翻
訳
物
の
域
を
出
な
い
も
の
の
、
専

門
的
な
選
挙
理
論
の
単
行
本
が
次
な
と
出
版
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
月
に
は
、
封
犀
轆
癌
鍔
『
民
政
要
論
』
宝
文
閣
蔵
が
発
行
さ
れ
た
。
同
著

は
、
米
国
の
民
主
共
和
政
府
は
一
般
人
民
が
主
権
者
と
し
、
第
六
章
で
各
州
撰

挙
人
の
性
質
（
資
格
）
を
論
じ
、
大
体
が
普
選
と
し
、
第
七
章
で
撰
挙
の
実

際
、
第
八
章
で
州
立
法
議
会
な
ど
州
し
。
ヘ
ル
の
選
挙
制
に
つ
い
て
、
訳
述
し
て

あ
っ
た
。
丹
羽
純
一
郎
は
昨
七
八
年
暮
れ
の
著
述
に
続
き
、
今
年
四
月
に
『
通

俗
日
本
民
権
精
理
」
を
刊
行
し
た
。
当
著
で
は
官
民
均
権
を
説
き
、
華
士
族
平

民
の
限
界
を
主
張
、
更
に
男
女
同
権
に
つ
い
て
は
、
私
事
の
同
等
権
理
を
述
べ

（
８
）

る
も
、
公
務
の
同
権
を
否
定
、
平
等
選
挙
を
時
期
尚
早
と
し
た
。
彼
の
普
選
論

の
限
界
が
知
ら
れ
よ
う
。

ア
メ
リ
カ
政
治
論
が
比
較
的
に
多
く
出
さ
れ
た
の
が
当
年
の
特
徴
で
、
土
居

訳
以
外
に
も
、
同
五
月
の
鈴
木
義
宗
訳
『
米
国
撰
挙
論
』
は
ア
メ
リ
カ
の
選
挙

制
度
を
紹
介
し
た
も
の
で
、
第
一
章
「
撰
挙
権
を
論
ず
」
で
普
通
選
挙
を
提
言

し
た
の
が
注
目
さ
れ
る
。
同
七
月
の
浄
副
綜
琴
癖
澤
『
米
利
堅
合
衆
国
政
体
井
国

（
ｎ
汀
）

会
規
律
』
は
、
憲
法
の
政
府
と
国
会
及
び
選
挙
法
を
要
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

工
狐
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
は
、
回
一
月
に
漉
跡
昼
割
譲
『
英
国
議
院
論
』
大
塚

禺
吉
刊
が
刊
行
さ
れ
、
選
挙
制
に
も
論
及
。
同
四
月
に
は
高
橋
基
一
訳
『
英
国

国
会
沿
革
誌
』
朝
野
新
聞
社
が
出
さ
れ
て
、
第
一
巻
の
下
院
で
英
倫
郡
区
選
挙

・
蘇
格
藺
郡
区
選
挙
・
阿
爾
蘭
郡
区
選
挙
・
選
挙
受
ク
可
ラ
サ
ル
制
・
大
学
枝

及
上
倫
敦
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
選
挙
・
選
挙
権
監
査
・
被
選
挙
権
・
選
挙
法
を
、
第
三

巻
で
選
挙
報
告
（
建
白
）
に
ま
で
及
ん
で
イ
ギ
リ
ス
の
選
挙
制
度
を
記
述
し
て

い
た
。
娠
鱗
迩
沙
鍵
『
国
法
汎
論
』
が
同
士
一
月
に
刊
行
さ
れ
た
が
、
巻
之

四
「
今
世
ノ
代
議
人
民
政
治
」
で
触
れ
る
も
、
加
藤
の
場
合
そ
の
後
あ
ま
り
進

（
叩
）

歩
が
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

政
府
関
係
で
は
訳
著
が
更
に
減
少
し
た
が
、
英
仏
両
国
の
大
著
が
共
同
作
業

の
形
で
翻
訳
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
海
蒔
麺
勘
塞
『
英
国
沿
革
志
』
文
部
省

印
行
、
七
九
年
六
月
刊
は
、
第
一
門
で
太
古
以
来
ハ
ノ
ー
バ
ー
朝
ま
で
の
政
治

史
、
第
二
門
「
方
今
ノ
政
体
ヲ
論
ス
」
の
立
法
課
甲
で
被
撰
者
・
撰
者
・
議
員

の
数
を
記
述
し
た
。
峠
仙
胤
尋
鍔
『
英
国
議
院
典
例
』
元
老
院
蔵
、
同
十
月
刊

は
、
英
国
会
の
法
令
と
慣
習
を
述
べ
た
も
の
で
、
第
一
巻
議
院
の
組
成
に
お
い

て
定
数
・
選
挙
被
選
挙
資
格
・
「
州
監
と
撰
吏
」
・
資
格
制
限
な
ど
に
つ
い
て
論

述
し
て
い
た
。
渉
町
涯
勾
筆
鍔
『
仏
国
政
法
論
』
司
法
省
蔵
版
は
フ
ラ
ン
ス
政
法

を
欧
米
各
国
と
の
比
較
で
論
じ
た
浩
欝
で
、
第
一
峡
一
巻
上
巻
第
二
章
が
岩
野

新
平
に
よ
り
立
法
権
大
意
、
第
三
峡
下
巻
と
四
峡
が
松
田
に
よ
り
選
挙
法
制
な

（
ｕ
）

ど
の
細
目
を
翻
訳
し
て
い
た
。
後
の
二
著
は
実
務
的
で
、
役
所
が
分
担
し
て
立

法
の
参
考
に
し
た
も
の
の
、
そ
れ
以
上
の
理
論
的
発
展
は
な
か
っ
た
の
で
あ

ヲ
（
》
Ｏ

こ
れ
ら
に
対
し
選
挙
専
門
書
が
二
冊
で
た
。
同
七
九
年
十
二
月
に
ス
イ
ス
の

法
学
者
プ
ル
ン
チ
ュ
リ
ー
著
・
武
者
小
路
実
世
筆
記
『
国
会
議
員
撰
挙
論
』
武

者
小
路
氏
蔵
版
が
上
梓
さ
れ
た
。
こ
れ
は
フ
ル
〃
ヘ
ッ
キ
の
口
訳
を
武
者
小
路
が

一
一
一
一
一



筆
記
し
、
同
衆
仲
間
の
松
平
信
正
と
広
橋
賢
光
ら
研
精
会
員
が
校
正
し
た
書
物

で
あ
る
。
第
一
章
．
般
撰
挙
権
ヲ
論
ス
」
で
、
男
子
普
通
選
挙
は
民
主
政

治
に
進
歩
す
る
時
勢
に
適
合
す
る
方
法
で
、
人
民
は
兵
役
・
租
税
・
教
育
の
義

務
を
持
つ
故
に
参
政
権
を
与
え
る
べ
き
だ
と
し
、
代
議
人
は
全
国
人
民
の
名
代

で
、
財
産
家
の
承
で
は
道
理
に
反
す
る
と
し
た
。
も
し
一
般
選
挙
の
危
害
を
防

止
せ
ん
と
す
る
な
ら
、
普
通
学
校
教
育
の
後
に
国
政
教
育
を
授
け
れ
ば
良
い
と

し
、
普
通
選
挙
を
提
唱
し
た
。
だ
が
第
二
章
「
女
子
ノ
撰
挙
権
ヲ
論
ス
」
で

は
、
婦
人
参
政
権
の
是
非
を
論
じ
、
女
子
は
家
事
と
春
属
と
に
専
念
し
国
政
の

争
い
に
関
係
せ
ぬ
の
が
良
策
と
し
、
尚
早
論
を
唱
え
た
。
第
三
章
「
撰
挙
権
ノ

分
配
ヲ
論
ス
」
で
は
、
選
挙
比
例
代
表
制
を
初
め
て
紹
介
し
、
過
半
数
で
当
選

し
た
と
し
て
も
少
数
者
の
投
票
が
無
効
と
な
る
と
し
、
少
数
代
表
を
尊
重
す
る

方
法
と
し
て
、
ス
イ
ス
の
コ
ン
シ
デ
ラ
ン
の
説
、
イ
ギ
リ
ス
の
ト
ー
マ
ス
・
・
ヘ

ー
ル
説
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
ア
ン
ド
レ
ー
説
、
イ
ギ
リ
ス
の
ジ
ョ
ン
・
ラ
ッ
セ
ル

説
、
ド
イ
ツ
の
プ
ラ
ル
ネ
ッ
ト
と
ブ
ハ
ー
レ
ン
・
ト
ラ
ッ
プ
説
、
聚
合
撰
挙
等

を
説
明
、
な
る
た
け
選
挙
配
分
を
改
良
補
正
し
て
不
平
等
の
除
去
を
提
言
。
都

府
代
議
人
を
郡
邑
よ
り
も
多
数
と
し
、
身
分
と
門
地
は
排
除
し
た
が
、
全
国
上

中
等
級
国
民
か
ら
代
議
人
を
選
出
し
て
、
下
等
級
か
ら
の
選
出
を
否
定
す
る
限

界
も
承
せ
た
。
し
か
し
翻
訳
と
は
言
え
、
公
刊
し
た
だ
け
で
も
当
時
最
も
す
ぐ

れ
て
進
歩
的
な
選
挙
論
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
七
九
年
ま
で
に
主
要
な

（
皿
）

欧
米
選
挙
制
度
論
は
大
体
紹
介
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

次
の
課
題
は
こ
れ
ら
の
翻
訳
的
選
挙
制
度
論
を
基
礎
に
如
何
に
し
て
具
体
的

に
日
本
に
適
応
し
て
独
自
の
理
論
を
形
成
す
る
か
と
言
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

民
間
で
初
め
て
憲
法
Ｉ
選
挙
制
論
を
本
格
的
に
研
究
し
た
結
社
は
共
存
同
衆

で
あ
っ
た
。
同
衆
で
は
、
衆
員
の
馬
屋
原
彰
が
一
八
七
二
年
に
『
和
蘭
選
挙

法
』
を
最
初
の
単
独
の
選
挙
法
訳
書
と
し
て
発
行
し
た
。
小
野
梓
は
、
七
六
年

暮
秋
に
脱
稿
し
た
『
国
憲
論
綱
』
で
、
選
挙
制
に
つ
い
て
「
人
口
に
配
顧
し
て

代
議
人
を
出
す
の
制
」
と
の
ヘ
ア
式
比
例
制
を
採
用
し
て
、
少
数
者
尊
重
や
暗

密
投
票
な
ど
を
主
張
し
た
。
そ
し
て
七
八
年
頃
に
は
既
に
選
挙
制
度
の
研
究
が

行
わ
れ
た
様
で
あ
る
。
同
十
月
二
三
日
の
同
衆
講
談
会
で
菊
池
大
麓
が
「
議
員

選
挙
法
」
の
演
説
を
し
た
。
同
衆
は
七
九
年
三
月
頃
に
「
私
擬
憲
法
意
見
」
を

起
草
し
て
、
選
挙
制
度
を
包
含
。
菊
池
は
集
会
で
の
質
疑
応
答
を
踏
え
て
改
訂

し
、
同
年
四
月
の
『
共
存
雑
誌
』
第
十
九
号
に
「
議
員
選
挙
法
新
案
」
と
の
題

名
で
発
表
し
た
。
同
十
二
月
に
は
武
者
小
路
・
松
平
信
正
・
広
橋
賢
光
の
各
衆

員
が
協
力
し
て
『
国
会
議
員
選
挙
法
』
を
刊
行
し
た
の
は
既
述
し
た
所
で
あ

る
。
そ
の
他
、
山
田
十
畝
『
各
国
政
治
適
論
』
洗
心
堂
（
同
十
月
刊
）
は
、
選

挙
問
題
に
触
れ
な
か
っ
た
が
、
立
憲
国
君
民
同
治
制
度
を
提
言
し
た
。
又
、
同

十
一
月
の
福
本
巴
『
普
通
民
権
論
』
混
落
堂
で
は
撰
挙
の
方
法
・
普
通
撰
挙
と

応
分
選
挙
の
権
理
で
選
挙
論
を
述
べ
、
我
国
に
お
け
る
普
通
選
挙
の
適
用
を
否

（
皿
）

定
、
租
税
と
教
育
（
大
学
校
卒
）
の
制
限
選
挙
論
を
提
唱
し
た
。
こ
れ
ら
は
既
に

受
容
し
た
論
著
を
踏
え
て
、
独
自
の
理
論
を
開
陳
し
た
所
に
新
し
い
傾
向
が
看

取
さ
れ
る
。
ま
た
福
沢
の
通
俗
論
に
影
響
さ
れ
た
か
、
丹
羽
の
通
俗
論
が
出
は

じ
め
た
の
で
あ
る
。

一
八
八
○
（
十
三
）
年
に
入
る
と
右
の
傾
向
は
加
速
さ
れ
、
従
来
の
翻
沢
論

が
更
に
減
少
し
て
、
逆
に
こ
れ
ら
を
消
化
し
た
わ
が
国
独
自
な
理
論
と
か
、
庶

民
向
け
の
分
り
易
い
通
俗
選
挙
論
が
、
よ
り
多
く
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

同
三
月
に
は
榊
劃
諦
知
岻
障
『
自
治
論
』
が
出
て
、
上
之
巻
で
市
民
的
自
由
を
述

べ
、
第
十
六
章
の
英
国
民
撰
議
院
の
所
で
財
産
制
限
と
直
接
間
接
選
挙
に
言

及
、
直
接
選
挙
を
推
し
て
い
た
。
肥
塚
龍
『
国
会
論
』
は
、
東
京
横
浜
毎
日
新

ﾆ ュ
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聞
に
連
載
し
話
題
と
な
っ
た
の
を
、
福
城
駒
多
朗
編
で
八
○
年
三
月
に
甘
泉
堂

か
ら
出
版
し
た
も
の
で
あ
る
。
肥
塚
は
第
一
篇
で
二
局
議
院
の
有
害
無
益
を
述

べ
て
一
局
議
院
を
主
張
。
第
二
篇
「
撰
挙
区
画
ト
人
員
」
で
府
県
選
挙
区
を
五

百
名
の
議
院
定
員
と
し
た
。
第
三
篇
「
主
撰
者
及
被
撰
者
ノ
合
格
」
で
は
選
挙

権
が
成
人
の
通
常
男
子
・
選
挙
区
に
一
年
以
上
の
居
住
者
・
選
挙
人
名
簿
・
邑

民
が
地
租
五
円
以
上
と
府
民
が
年
益
金
五
○
円
以
上
の
家
屋
所
有
者
と
の
財
産

制
限
選
挙
・
被
選
挙
権
は
満
二
五
歳
以
上
の
男
子
で
才
能
知
識
を
重
視
し
て
財

産
制
限
を
不
問
と
し
た
。
第
四
篇
「
投
票
法
」
で
は
公
票
法
ｌ
記
名
投
票
等

女
を
論
じ
た
。
わ
が
国
の
状
況
を
踏
え
て
欧
米
理
論
を
消
化
し
、
具
体
的
な
提

言
と
世
論
の
喚
起
を
行
っ
た
通
俗
的
な
が
ら
嘆
鳴
社
を
代
表
す
る
本
格
的
な
選

挙
論
と
言
え
よ
う
。
同
四
月
に
は
土
生
柳
平
『
国
会
大
意
』
（
内
野
弥
平
刊
）

（
Ｍ
）

が
袖
珍
版
な
が
ら
英
国
選
挙
法
を
簡
単
に
紹
介
し
て
い
た
。

こ
れ
ら
は
国
会
開
設
運
動
の
昂
揚
を
背
景
と
し
た
も
の
で
、
同
年
に
は
わ
が

国
独
自
の
通
俗
的
国
会
論
が
多
数
出
版
さ
れ
た
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
例
え
ば

同
五
月
に
神
村
忠
起
編
刊
『
通
俗
国
会
問
答
』
が
出
て
、
人
民
参
政
権
を
述
べ

て
「
貧
人
と
い
へ
ど
も
非
常
の
才
力
あ
り
能
く
世
事
に
通
す
る
人
な
れ
ば
、
ま

た
こ
れ
を
撰
挙
せ
ぬ
と
云
ふ
こ
と
も
あ
ら
ざ
る
也
』
と
普
選
論
を
説
い
た
。
八

月
に
は
九
岐
蜥
著
『
通
俗
国
会
之
主
意
』
が
、
英
国
の
制
限
制
と
米
国
の
普
選

を
分
り
易
く
説
明
、
日
本
国
会
方
法
論
で
一
院
制
・
華
士
族
平
民
の
区
別
な
く

四
百
人
内
外
の
定
数
・
記
名
投
票
・
在
職
二
年
半
・
在
地
二
年
の
選
挙
権
が
五

百
円
で
被
選
挙
権
が
六
百
円
以
上
・
年
齢
二
五
歳
（
被
選
は
三
○
歳
）
以
上
で
、

官
吏
神
官
僧
侶
禁
治
産
者
婦
人
を
除
く
、
と
甚
だ
具
体
的
な
提
案
を
し
た
。

ま
た
、
同
九
月
の
中
島
勝
義
『
通
俗
国
会
之
組
立
』
は
、
建
前
で
は
、
一
院

と
直
撰
法
を
良
と
し
、
記
名
匿
名
法
を
の
べ
、
身
代
制
限
を
否
定
し
て
普
選
論

を
主
張
、
年
齢
で
選
被
両
権
の
区
別
を
せ
ず
、
居
住
制
限
も
不
問
に
し
た
。
だ

が
現
実
の
折
衷
案
と
し
て
は
、
Ｇ
不
動
産
所
有
と
国
税
納
入
者
、
ａ
男
子
満
二

十
歳
以
上
、
白
日
本
人
で
国
内
居
住
者
を
要
件
と
し
て
選
挙
権
を
付
与
し
、
風

撫
白
痴
と
公
権
停
止
剥
奪
者
及
び
政
府
奉
職
者
を
除
く
、
と
現
実
的
な
提
案
を

し
た
。
し
か
し
な
が
ら
同
七
月
の
沢
真
治
郎
『
国
会
未
可
開
論
』
は
、
未
だ
時

（
賑
）

代
遅
れ
の
国
会
尚
早
論
を
唱
え
て
い
た
。

同
年
は
又
国
家
を
め
ぐ
り
愛
国
論
が
沢
山
出
さ
れ
た
の
が
特
色
で
も
あ
る
。

同
九
月
の
三
宅
虎
太
編
『
愛
国
論
編
』
は
人
民
相
集
合
し
て
一
国
を
為
す
と

し
、
政
府
が
義
務
を
欠
く
時
は
之
を
詣
責
す
る
は
人
民
の
権
等
、
と
愛
国
の
心

構
を
論
じ
た
。
同
十
月
の
山
本
憲
「
隙
慨
憂
国
論
』
は
、
政
府
と
は
「
人
民
が

相
互
に
商
議
し
約
束
し
た
も
の
」
と
し
、
「
政
府
の
権
を
限
る
べ
し
」
等
と
、

民
権
樹
立
の
態
度
や
方
法
を
論
じ
た
。
選
挙
に
つ
い
て
は
、
同
十
一
月
に
村
井

一
英
『
通
俗
愛
国
民
権
論
』
が
通
俗
的
な
民
権
発
展
の
方
法
論
を
の
べ
、
議
員

は
年
配
や
学
問
も
あ
り
、
財
産
多
く
品
行
も
正
し
く
、
世
間
の
事
情
に
能
く
通

ず
る
徳
実
な
名
望
家
と
、
一
種
の
制
限
論
を
開
陳
。
十
二
月
に
は
神
村
忠
起

『
愛
国
一
夜
は
な
し
』
が
、
国
会
を
設
立
し
人
民
に
参
政
権
を
与
え
る
君
公
上

（
昭
）

下
一
致
の
政
事
が
良
い
と
、
普
選
論
を
主
張
し
た
。

た
だ
こ
の
時
期
は
未
だ
国
憲
関
係
の
単
行
本
は
少
く
、
山
岸
文
蔵
編
纂
『
国

憲
論
編
』
同
六
月
で
、
青
木
匡
「
国
憲
編
制
論
」
が
元
首
の
世
襲
と
選
立
法
を

論
じ
、
前
者
が
勝
る
と
し
た
。
次
い
で
同
五
月
に
山
岸
編
『
国
会
論
続
篇
』

は
、
菊
池
の
昨
年
の
論
文
が
評
判
を
呼
ん
だ
か
、
こ
れ
を
収
録
し
た
。
菊
池
の

『
議
員
選
挙
法
新
案
』
は
多
数
代
表
制
を
批
判
し
、
少
数
代
表
制
を
評
価
し

て
、
ヘ
ア
の
指
名
移
譲
式
比
例
代
表
法
を
推
賞
し
た
。
た
だ
知
識
人
に
比
重
を

お
い
た
点
が
難
点
だ
が
、
こ
れ
は
当
時
最
高
水
準
の
独
自
の
本
格
的
選
挙
論
で

一

一

五



あ
っ
た
。
そ
の
他
今
年
か
ら
笹
島
吉
太
郎
著
版
『
国
民
合
約
論
』
（
同
九
月
）

と
織
田
純
一
郎
著
刊
『
通
俗
時
弊
論
』
（
十
一
月
）
な
ど
多
様
な
政
論
が
刊
行

さ
れ
た
の
が
顕
著
で
あ
る
。
他
方
で
は
翻
訳
物
が
一
層
減
少
し
た
。
九
月
に
相

次
い
で
、
琉
露
呵
蠅
原
菅
国
会
汎
論
』
下
巻
は
付
録
の
国
士
論
で
、
各

国
の
制
限
普
通
選
挙
法
に
言
及
し
、
後
者
が
世
界
的
風
潮
と
し
た
。
ま
た
三
橋

惇
訳
『
万
国
国
会
大
要
』
は
欧
米
十
七
ヵ
国
の
国
会
と
選
挙
制
に
つ
い
て
蟇
訳

し
、
。
ヘ
ル
ギ
ー
等
、
大
半
は
納
税
財
産
制
限
で
あ
る
が
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ド
イ
ツ

・
デ
ン
マ
ー
ク
・
フ
ラ
ン
ス
・
ス
イ
ス
・
メ
キ
シ
コ
・
合
衆
国
を
普
選
制
と
し

（
Ⅳ
）

た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
一
八
八
○
年
は
通
俗
的
な
国
会
と
愛
国
論
が
多
数
出
版
さ
れ
、
多

様
な
政
論
が
出
て
来
た
の
が
特
徴
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
独
自
的
で
あ

る
も
の
の
皮
相
な
受
売
り
論
が
多
く
、
従
っ
て
論
旨
も
深
く
な
く
感
情
論
が
多

か
っ
た
。
と
は
言
え
政
治
と
縁
の
少
な
か
っ
た
庶
民
の
啓
蒙
に
一
定
の
役
割
は

果
し
、
幼
稚
な
が
ら
も
わ
が
国
独
自
の
理
論
を
発
展
さ
せ
、
菊
池
論
文
の
よ

う
な
学
術
的
な
高
水
準
の
選
挙
理
論
も
公
刊
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
一

方
、
従
来
主
流
で
あ
っ
た
翻
訳
は
著
る
し
く
減
少
し
、
そ
れ
も
単
な
る
訳
だ
け

で
な
く
、
一
定
の
問
題
意
識
と
視
角
か
ら
編
訳
さ
れ
た
訳
書
も
登
場
す
る
新
傾

向
も
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

一
八
八
一
（
明
治
十
四
）
年
は
私
擬
憲
法
案
全
盛
期
で
、
民
権
派
各
結
社
の

独
自
な
選
挙
法
制
論
が
主
流
と
な
っ
た
が
、
反
比
例
し
て
憲
法
や
国
会
関
係
の

単
行
本
は
減
少
し
、
他
方
で
多
様
な
政
論
が
出
版
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
顕
著
な

現
象
は
普
選
論
が
三
点
も
出
た
。
掘
食
セ
ル
鋸
罐
『
女
権
真
論
』
（
一
月
刊
）

は
、
男
女
同
権
の
道
理
を
説
き
、
婦
人
の
精
神
力
と
信
用
及
び
性
質
に
若
干
劣

る
所
が
あ
る
と
し
て
も
、
政
府
公
事
の
差
別
の
悪
風
は
一
家
私
事
に
波
及
す
る

と
し
、
男
女
同
権
を
説
き
、
婦
人
参
政
権
は
人
間
の
幸
福
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る

も
の
と
提
唱
し
た
。
ま
た
栗
原
亮
一
蟇
訳
『
泰
西
名
家
政
治
論
墓
』
（
同
五
月
）

は
、
欧
米
名
家
の
政
治
の
起
源
か
ら
各
種
政
体
と
問
題
点
を
論
じ
、
代
議
政
治

の
上
院
廃
止
論
を
説
き
、
最
後
に
ホ
ー
セ
ッ
ト
夫
人
の
「
男
女
参
政
ノ
権
ヲ
論

ス
」
で
婦
人
参
政
権
の
必
要
を
論
じ
た
。
訳
な
が
ら
進
歩
的
な
選
挙
論
で
あ
っ

た
。

丸
山
名
政
『
国
会
之
準
備
』
（
十
月
）
は
、
勅
諭
に
対
応
し
た
政
府
と
人
民

の
準
備
の
方
策
を
述
べ
た
も
の
で
、
君
民
同
治
の
一
局
議
院
等
を
主
張
、
選
挙

制
で
は
被
撰
者
が
普
選
・
撰
挙
者
が
財
産
（
国
地
方
税
五
円
以
上
・
五
百
円
以

上
の
公
債
株
券
所
有
者
）
・
年
齢
二
五
歳
以
上
・
居
住
満
一
年
以
上
の
制
限
選

挙
制
と
説
い
た
。
普
選
と
制
限
制
の
折
衷
論
で
あ
る
が
、
現
状
に
合
わ
せ
た
本

格
的
理
論
で
あ
っ
た
。
杉
山
重
義
『
通
俗
国
会
之
組
立
』
（
四
月
刊
）
も
一
局

議
院
を
主
張
、
な
る
た
け
多
数
の
人
口
比
例
の
定
数
を
説
き
、
白
痴
罪
人
婦
女

幼
者
を
除
く
、
「
日
本
の
戸
籍
に
列
り
た
る
男
子
に
し
て
己
に
成
年
（
二
一
歳
）

に
及
び
、
然
し
て
幾
許
か
の
財
産
を
所
有
し
、
租
税
を
国
庫
に
納
む
る
者
」
に

む
れ
（
肥
）

は
撰
挙
被
撰
挙
両
権
を
与
え
る
も
の
と
し
、
公
票
を
宗
と
し
た
。
ゆ
る
や
か
な

制
限
論
で
あ
る
こ
と
が
分
る
。

翻
訳
論
は
今
年
も
少
な
く
な
っ
た
が
、
エ
モ
ス
原
著
・
渋
江
保
山
田
要
蔵
合

訳
『
英
国
憲
法
論
』
上
下
巻
（
七
月
刊
）
は
、
巻
之
上
の
下
院
の
組
織
で
、
撰

挙
の
場
所
・
撰
挙
人
資
格
（
区
・
郡
・
大
学
校
投
票
）
・
撰
挙
方
法
を
論
じ
、

郡
区
同
一
と
普
選
と
女
子
撰
挙
権
が
問
題
点
と
な
っ
て
い
る
と
指
摘
、
そ
の
他

投
票
の
真
価
・
流
弊
防
禦
法
・
公
平
維
持
の
為
の
比
例
代
表
・
匿
名
投
票
・
代

議
士
資
格
な
ど
要
領
よ
く
正
確
に
訳
出
し
た
。
単
な
る
翻
訳
か
ら
新
し
い
問
題

点
と
か
傾
向
を
紹
介
し
た
所
が
目
新
し
い
。
九
月
前
後
に
書
か
れ
た
と
推
定
さ

一
一
一
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れ
る
「
憲
法
草
稿
評
林
」
（
下
段
批
評
）
は
、
選
挙
権
が
満
二
○
歳
以
上
の
男

女
戸
主
・
被
選
挙
権
が
二
五
歳
以
上
の
男
子
・
納
税
の
多
寡
不
問
の
普
選
制
度

と
い
う
進
歩
的
構
想
で
あ
っ
た
。
元
老
院
蔵
版
『
各
国
憲
法
類
纂
』
（
同
十
二

月
）
は
、
単
な
る
全
訳
で
な
く
比
較
的
に
皇
帝
以
下
各
事
項
に
整
理
し
、
元
老

院
及
其
権
利
と
代
議
士
院
及
其
権
利
で
選
挙
制
に
言
及
、
国
憲
修
正
な
ど
各
国

各
年
毎
に
そ
の
改
正
を
訳
述
、
元
老
院
が
国
憲
起
草
の
参
考
の
為
に
独
自
の
編

集
方
針
で
共
訳
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
民
間
の
私
擬
憲
法
作
成
上
で
非
常
に
便

利
な
大
訳
で
あ
っ
た
。

こ
の
前
後
頃
か
ら
実
学
的
法
制
論
に
代
っ
て
、
世
界
的
名
著
が
多
く
刊
行
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
細
鰄
縛
薙
雑
『
自
由
原
論
』
穴
一
・
八
二
年
）
、
五

月
に
撫
斡
サ
鶏
『
社
会
平
権
論
』
、
十
一
月
に
捗
毒
配
菅
政
治
論
堕
な

ど
が
出
版
さ
れ
た
。
前
二
著
は
民
権
側
の
聖
典
と
な
り
、
後
著
は
政
府
側
の
民

（
四
）

権
派
攻
撃
の
理
論
的
武
器
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
他
選
挙
に
無
関
係
な
政

論
と
し
て
は
、
江
馬
春
熈
『
国
会
論
之
理
由
』
（
一
月
刊
）
が
医
者
の
政
府
人

民
協
調
国
政
論
、
五
古
周
二
編
輯
『
板
垣
政
法
論
」
（
三
月
刊
）
が
世
界
政
府

と
国
際
法
の
定
立
論
な
ど
。
藤
田
一
郎
編
『
国
家
挽
回
論
』
（
同
六
月
）
が
国

家
発
展
の
方
法
論
、
林
包
明
『
政
治
論
綱
』
（
十
月
）
が
政
治
論
の
要
旨
、
河

合
乗
某
編
『
諸
大
家
筆
戦
録
』
（
同
十
二
月
）
が
、
福
地
の
「
国
憲
意
見
」
の
皇

帝
神
聖
論
へ
の
朝
野
新
聞
の
専
断
主
義
と
の
駁
論
と
毎
日
記
者
の
帝
王
非
神
論

（
”
）

を
採
録
し
て
い
た
。
前
年
に
続
き
一
層
の
多
様
な
政
論
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
が

今
年
の
特
徴
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
西
洋
近
代
選
挙
制
度
の
翻
訳
論
と
自
主
的
理
論
の
発
展
を
基
礎

に
、
八
一
（
十
四
）
年
に
は
民
間
に
お
い
て
非
常
に
多
く
の
私
擬
憲
法
案
が
起
草

さ
れ
、
わ
が
国
独
自
の
選
挙
制
度
が
立
案
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
①
選
挙

人
要
件
、
②
被
選
挙
人
要
件
、
③
財
産
資
格
、
な
ど
に
分
け
て
み
て
ゑ
よ
う
。

正
月
に
沢
辺
正
修
が
起
草
と
推
測
さ
れ
る
「
大
日
本
国
憲
法
」
は
、
①
丁
年
男

子
。
②
満
二
五
歳
以
上
の
男
子
。
③
国
税
納
税
者
の
制
限
選
挙
制
で
、
複
選
法

案
で
も
あ
っ
た
。
前
述
の
福
地
「
国
憲
意
見
」
（
同
四
月
）
は
①
満
二
一
歳
の

男
子
．
②
満
二
五
歳
の
男
子
．
③
地
租
納
入
者
。
交
訶
社
「
私
擬
憲
法
案
」

（
同
月
）
は
①
満
二
一
歳
の
男
性
。
②
満
二
五
歳
以
上
の
男
子
。
③
郡
村
区
は

地
租
五
円
叉
は
二
百
円
の
住
家
所
有
者
・
都
市
区
が
地
租
三
円
叉
は
二
百
円
の

住
家
乃
至
四
百
円
の
借
家
居
住
者
、
一
般
選
挙
区
外
に
都
市
独
立
選
挙
区
を
設

定
し
、
被
選
挙
人
資
格
は
不
問
と
し
た
。
五
日
市
学
芸
講
談
会
で
四
月
か
ら
九

月
に
か
け
て
起
草
さ
れ
た
、
「
日
本
帝
国
憲
法
」
は
①
成
人
男
子
以
上
の
戸
主

．
②
満
三
○
歳
の
男
子
。
③
定
格
の
財
産
家
と
直
税
納
入
者
で
あ
っ
た
。

兵
庫
国
憲
法
講
習
会
（
同
七
月
）
は
①
満
二
一
歳
の
男
性
②
満
三
○
歳
、
地

域
を
反
映
し
て
③
関
税
五
円
叉
は
二
百
円
の
住
家
所
有
・
四
百
円
の
借
家
居
住

者
。
永
田
一
二
と
推
定
さ
れ
る
「
私
草
憲
法
」
（
九
月
）
は
慶
応
義
塾
系
で
交

訶
社
案
と
同
様
で
、
た
だ
①
が
満
二
○
歳
と
③
三
百
円
の
借
家
居
住
者
と
若
干

条
件
が
緩
和
さ
れ
た
。
植
木
枝
盛
「
日
本
国
々
憲
案
」
（
八
月
）
は
①
と
②
が

不
明
で
あ
る
が
、
③
が
租
税
納
入
者
の
制
限
案
で
あ
っ
た
。
立
志
社
「
日
本
憲

法
見
込
案
」
（
同
月
）
は
明
確
な
選
挙
被
選
挙
人
規
定
を
含
ま
ず
、
た
だ
「
初

度
ノ
所
選
〈
抽
籔
法
二
依
ル
」
と
し
た
。
村
松
愛
蔵
「
憲
法
草
案
」
（
同
）
で

は
①
満
十
八
歳
の
男
性
と
女
性
の
戸
主
．
②
満
一
二
歳
の
男
性
．
③
国
税
納
入

者
。
東
海
暁
鐘
新
報
記
者
晶
龍
私
考
国
憲
案
」
（
同
十
・
十
一
月
）
は
、
①

満
二
一
歳
の
男
性
、
②
満
二
五
歳
の
男
性
、
③
若
干
の
地
租
（
但
し
被
選
挙
人

は
不
問
）
で
あ
っ
た
。
以
上
は
福
地
案
を
除
い
て
民
権
派
の
草
案
で
あ
る
が
、

反
民
権
派
の
憲
法
案
で
は
菊
池
虎
太
郎
・
黒
崎
大
四
郎
・
伊
藤
東
太
郎
「
大
日

一

一

七



最
後
に
本
論
で
の
要
旨
を
簡
単
に
ま
と
め
て
み
よ
う
。
こ
れ
ま
で
明
治
憲
法

成
立
前
に
は
憲
法
論
は
あ
っ
て
も
見
る
べ
き
選
挙
理
論
は
存
在
し
な
い
か
の
様

な
見
解
が
潜
在
的
に
あ
り
、
低
く
評
価
さ
れ
、
従
っ
て
研
究
も
未
開
拓
に
属
し

て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
明
治
維
新
前
後
か
ら
国
会
の
構
成
に
関

連
し
て
付
属
的
に
で
ば
あ
れ
、
欧
米
諸
国
の
翻
訳
書
の
受
容
で
存
在
し
て
い

た
。
民
撰
議
院
設
立
論
争
は
有
名
で
あ
る
が
、
士
族
選
挙
権
論
争
は
そ
の
発
展

と
し
て
把
え
ら
れ
よ
う
。
東
日
と
報
知
両
紙
の
間
で
、
朝
野
と
横
浜
毎
日
両
新

聞
は
後
者
を
支
援
し
た
の
で
あ
る
が
、
「
あ
け
ぼ
の
」
の
普
選
論
を
例
外
と
し

て
、
何
れ
も
制
限
選
挙
論
な
が
ら
士
族
に
選
挙
権
を
付
与
し
な
い
か
認
め
る
か

で
家
産
を
回
っ
て
論
戦
が
行
わ
れ
た
。
論
争
は
未
熟
で
あ
ま
り
実
り
の
な
い
水

本
帝
国
憲
法
」
は
、
①
選
挙
権
資
格
は
不
明
で
、
国
税
五
円
以
上
の
納
税
者
、

（
皿
）

②
満
二
五
歳
か
ら
五
○
歳
と
し
た
。

こ
の
様
に
民
間
の
憲
法
案
に
お
け
る
選
挙
法
制
論
は
、
「
憲
法
草
稿
評
林
」

下
欄
批
評
を
は
じ
め
と
し
て
立
志
社
・
村
松
案
な
ど
普
選
論
や
そ
れ
に
近
い
も

の
も
あ
っ
た
が
、
交
訶
社
案
な
ど
大
部
分
は
国
租
や
財
産
資
格
の
制
限
選
挙
論

で
、
し
か
も
菊
池
虎
太
郎
等
の
反
民
権
論
で
さ
え
立
憲
主
義
を
否
定
す
る
も
の

で
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
当
時
の
世
界
的
制
限
論
の
し
。
ヘ
ル
か
ら
し
て
注
目
に
価

し
よ
う
。
し
か
し
、
明
治
十
四
年
の
政
変
と
詔
勅
で
、
国
会
開
設
が
具
体
的
日

程
に
上
り
、
今
ま
で
英
米
（
仏
）
系
思
想
で
民
間
が
リ
ー
ド
し
て
来
た
の
が
停

滞
す
る
こ
と
に
な
り
、
一
八
八
二
（
十
五
）
年
よ
り
攻
守
所
を
変
え
て
明
治
政

府
側
が
ド
イ
ツ
系
思
想
で
憲
法
Ⅱ
選
挙
法
の
研
究
と
起
草
を
リ
ー
ド
す
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

四
、
お
わ
り
に

掛
諭
の
相
討
ち
と
な
っ
た
。
だ
が
、
選
挙
制
度
論
議
を
初
め
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
に
乗
せ
、
人
女
を
啓
蒙
し
世
論
の
換
起
に
一
定
の
役
割
を
果
し
て
、
選
挙
論

の
発
展
に
貢
献
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
西
南
戦
争
後
の
民
権
運
動
の
発
展
に
伴
い
、
民
間
で
の
英
国
な
ど

欧
米
諸
国
等
の
国
憲
研
究
に
随
伴
し
て
、
一
八
七
八
・
七
九
年
は
主
要
な
専
門

各
論
的
翻
訳
選
挙
制
度
論
の
受
容
と
わ
が
国
独
特
の
選
挙
論
の
生
成
期
と
な
っ

た
。
西
洋
選
挙
理
論
は
こ
の
期
ま
で
に
大
体
摂
取
さ
れ
た
。
次
い
で
八
○
・
八

一
年
は
国
会
開
設
建
白
書
や
私
擬
憲
法
案
の
起
草
で
、
よ
り
具
体
的
な
選
挙
制

度
が
民
権
派
各
社
等
で
作
成
さ
れ
、
民
間
独
自
の
選
挙
法
制
論
の
形
成
期
に
該

当
す
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
ら
は
、
制
限
選
挙
論
が
殆
ん
ど
で
普
選
論
も
含

む
が
、
全
体
的
に
進
歩
的
で
、
維
新
期
以
後
の
一
応
の
到
達
点
で
も
あ
っ
た
。

他
方
、
政
府
側
は
、
元
老
院
で
第
三
次
の
「
国
憲
」
ま
で
起
草
さ
れ
た
が
、

当
然
制
限
選
挙
制
度
論
で
、
岩
倉
・
伊
藤
ら
の
反
対
で
廃
案
と
な
っ
た
。
そ
し

て
改
め
て
明
治
十
四
年
の
政
変
前
後
に
政
府
当
局
者
達
の
意
見
書
の
作
成
過
程

で
、
岩
倉
ら
の
憲
法
基
本
構
想
が
確
立
し
た
。
民
権
側
に
譲
歩
し
た
形
で
、
国

会
開
設
を
公
約
し
、
実
は
逆
に
憲
法
（
選
挙
法
）
起
草
の
主
導
権
を
握
っ
た
。

八
二
年
以
後
、
民
権
運
動
側
の
停
滞
に
反
比
例
し
て
、
政
府
の
本
格
的
な
憲
法

起
草
が
着
手
さ
れ
、
選
挙
制
度
も
そ
の
一
環
で
ド
イ
ツ
政
治
思
想
の
影
響
が
主

流
と
な
り
、
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
に
至
っ
て
民
衆
の
意
見
が
全
く
無
視

さ
れ
た
形
で
衆
議
院
議
員
選
挙
法
が
制
定
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

（
１
）
一
八
八
九
（
明
治
一
三
）
年
の
衆
議
院
議
員
選
挙
法
の
成
立
以
前
の

研
究
文
献
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
日
本
選
挙
制
度
思
想
史
文
献
研
究
序

注

一

一

八



説
」
（
『
行
動
科
学
研
究
』
一
九
八
八
年
、
第
二
七
号
）
、
十
七
’
三
六

頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
そ
の
他
で
は
松
尾
尊
禿
『
普
通
選
挙
制
度
成
立

史
の
研
究
』
一
九
八
九
年
、
三
’
十
頁
な
ど
も
見
ら
れ
た
い
。

（
２
）
士
族
選
挙
権
論
争
の
典
拠
掲
載
紙
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
東
京
日
日

新
聞
（
東
日
）
、
一
八
八
五
（
明
治
八
）
年
三
月
十
二
日
、
社
説
欄
。

朝
野
新
聞
、
同
三
月
十
八
日
、
投
書
欄
。
郵
便
報
知
新
聞
（
報
知
）
、

同
二
○
日
、
社
説
欄
。
東
日
、
同
三
月
二
三
日
、
社
説
。
報
知
、
同
二

四
日
、
社
説
。
東
日
、
同
二
五
日
、
社
説
。
報
知
、
同
二
六
日
、
社

説
。
東
日
、
二
七
日
、
社
説
。
郵
報
、
二
八
日
、
社
説
。
東
日
、
二
九

日
、
社
説
。
報
知
、
三
○
日
、
社
説
。
朝
野
、
同
日
、
投
書
。
東
日
、

三
一
日
、
社
説
。
報
知
、
同
四
月
二
日
、
社
説
。
東
日
、
同
四
日
、
社

説
。
報
知
、
同
五
日
、
社
説
。
東
日
、
六
日
、
社
説
。
東
日
、
七
日
、

社
説
。
報
知
、
同
日
、
社
説
と
同
投
書
。
朝
野
、
同
日
、
社
説
。
東

日
、
八
日
、
社
説
。
東
日
、
九
日
、
社
説
。
報
知
、
同
日
、
投
書
。
朝

野
、
同
日
、
投
書
。
報
知
、
十
日
、
社
説
。
東
日
、
十
日
、
社
説
。
横

浜
毎
日
新
聞
、
十
日
、
論
説
欄
。
報
知
、
十
二
日
、
社
説
。
東
日
、
十

三
日
、
社
説
。
同
、
十
五
日
、
社
説
。
報
知
、
社
説
。
朝
野
、
同
日
、

投
書
。
東
日
、
十
九
日
の
諸
投
書
。
報
知
、
二
九
日
、
投
書
。
東
日
、

六
月
十
日
、
投
書
。
東
日
、
七
月
三
○
日
、
投
書
等
を
参
照
さ
れ
た

い
。
尚
、
鈴
木
安
蔵
『
明
治
初
年
の
立
憲
思
想
』
一
九
三
八
年
、
六
一

’
六
二
頁
、
参
照
。

（
３
）
瞳
フ
ッ
ク
ス
ト
ー
勅
藷
『
英
国
法
律
全
書
』
一
八
七
八
年
二
月
、
有
為
社

蔵
版
、
巻
一
、
四
五
’
六
三
丁
。
大
森
鍾
一
訳
述
『
仏
国
地
方
分
権

法
』
博
聞
社
、
同
五
月
、
九
五
’
一
○
三
頁
。

（
４
）
飯
島
有
年
編
刊
『
各
国
議
会
概
覧
』
同
七
八
年
六
月
、
九
’
三
七

頁
。
松
岡
秀
之
訳
『
仏
国
州
会
法
則
』
瓊
林
堂
蔵
版
、
同
九
月
、
二
’

八
丁
。

（
５
）
辮
鯲
撫
轄
『
男
女
同
権
論
』
山
中
氏
蔵
版
、
一
八
七
八
年
一
月
、

四
八
’
四
九
頁
。
銅
嬢
勤
羅
『
婦
人
法
律
論
』
翠
涛
軒
蔵
版
、
同
六

月
、
四
二
’
四
六
頁
。
丹
羽
純
一
郎
『
通
俗
日
本
民
権
真
論
』
高
橋
源

一
郎
刊
、
同
十
二
日
、
十
三
頁
。

（
６
）
犀
職
譲
師
轌
『
米
国
法
律
原
論
』
司
法
省
蔵
版
、
一
八
七
八
年
二
月
、

七
七
’
八
二
頁
。
山
崎
直
胤
纂
訳
『
仏
国
政
法
掲
要
』
有
栖
川
宮
蔵

版
、
同
九
月
、
九
’
二
○
頁
。

（
７
）
共
存
同
衆
『
私
擬
憲
法
意
見
』
（
片
上
菊
次
郎
編
『
私
擬
国
憲
類
纂

（
第
二
篇
）
』
転
々
堂
、
共
一
Ｉ
共
一
二
頁
、
一
八
八
一
年
六
月
、
所

収
）
。
『
明
治
文
化
全
集
』
第
十
巻
、
一
九
五
六
年
、
四
二
’
四
一
六

頁
、
所
収
。
藤
田
茂
吉
箕
浦
勝
人
編
『
国
会
論
』
一
八
七
九
年
、
報
知

社
刊
。
実
際
の
執
筆
者
は
福
沢
諭
吉
と
言
わ
れ
る
。

（
８
）
封
唇
諏
癌
罐
『
民
政
要
論
』
宝
文
閣
蔵
、
一
八
七
九
年
一
月
、
十
四
’

十
九
丁
。
丹
羽
純
一
郎
『
通
俗
日
本
民
権
精
理
』
高
橋
源
一
郎
刊
、
同

四
月
、
二
四
’
一
二
九
、
一
三
三
’
一
三
八
、
一
六
八
頁
。

（
９
）
鈴
木
義
宗
訳
『
米
国
撰
挙
論
』
一
八
七
九
年
五
月
。

浄
副
需
琴
癖
鐸
『
米
利
堅
合
衆
国
政
体
井
国
会
規
律
」
同
七
月
、
深
萱
活
版

印
行
、
一
’
十
七
頁
。

（
川
）
瞬
郵
昼
笥
藷
『
英
国
議
院
論
』
大
塚
禺
吉
刊
、
一
八
七
九
年
一
百
。

鰔
綴
鋤
北
緬
『
英
国
国
会
沿
革
誌
』
全
三
巻
、
朝
野
新
聞
社
刊
、
同
四
月
。

娠
鮮
逗
割
雪
国
法
汎
論
』
同
士
一
月
、
谷
山
楼
、
巻
之
四
八
四

’
一
○
四
頁
。

（
ｕ
）
浄
幹
鑓
舶
轄
『
英
国
沿
革
志
』
一
八
七
九
年
六
月
、
文
部
省
印
行
、

一

一

九



一
三
八
’
一
三
九
頁
。
崎
肋
恥
事
轄
『
英
国
議
院
典
例
』
元
老
院
蔵
版
、

同
十
月
、
三
一
Ｔ
五
五
丁
。
渉
剛
涯
勾
藷
縄
『
仏
国
政
法
論
』
司
法
省
蔵

版
、
同
年
、
以
後
八
三
年
に
渡
っ
て
訳
業
が
続
き
、
八
三
年
三
月
に
上

下
二
巻
で
出
版
さ
れ
た
。

（
岨
）
『
国
会
議
員
撰
挙
論
』
は
、
国
匡
昌
切
局
昌
．
冒
声
房
巴
の
君
厨
の
ｇ
の
！

ｏ
富
津
、
勗
認
．
の
部
分
訳
で
あ
る
。
早
大
史
編
集
所
編
『
小
野
純
全

集
』
第
二
巻
、
一
九
八
○
年
、
四
一
三
’
四
一
九
頁
。

（
焔
）
山
田
十
畝
『
各
国
政
治
適
論
』
洗
心
堂
、
七
九
年
十
月
、
一
’
五
二

頁
。
福
本
巴
『
普
通
民
権
論
』
蘇
落
堂
、
同
十
一
月
。

（
Ｍ
）
榊
雪
評
翔
岻
罐
『
自
治
論
』
一
八
八
○
年
三
月
刊
、
こ
れ
は
七
六
年
の

加
藤
訳
『
自
由
自
治
』
を
完
訳
し
た
も
の
で
、
原
著
は
一
八
七
四
年
の

第
三
版
で
あ
る
。
肥
塚
龍
著
・
福
城
駒
多
朗
編
『
国
会
論
』
一
八
八
○

年
三
月
、
甘
泉
堂
刊
、
四
九
’
二
九
頁
。
土
生
柳
平
『
国
会
大
意
』

内
野
弥
平
刊
、
同
四
月
。

（
妬
）
神
村
忠
起
編
刊
『
通
俗
国
会
問
答
』
一
八
八
○
年
五
月
、
二
二
’

二
四
頁
。
九
岐
蜥
『
通
俗
国
会
之
主
意
』
思
誠
堂
蔵
版
、
同
八
月
、

十
四
’
三
四
頁
。
中
島
勝
義
『
通
俗
国
会
之
組
立
』
漸
進
堂
蔵
版
、

二
七
頁
以
下
。
沢
真
治
郎
『
国
会
未
可
開
論
』
無
彊
楼
梓
、
同
七
月
。

（
略
）
三
宅
虎
太
編
『
愛
国
論
編
』
一
八
八
○
年
九
月
、
東
京
出
版
社
。

山
本
憲
『
膝
慨
憂
国
論
』
二
書
房
銭
版
、
八
○
年
十
月
。
村
井
一
英

『
通
俗
愛
国
民
権
論
』
山
崎
登
氏
蔵
、
同
十
一
月
、
三
六
’
三
七
、
四

六
’
六
○
頁
。
神
村
忠
起
『
愛
国
一
夜
は
な
し
』
野
田
与
三
治
郎
出

版
、
同
十
二
月
。

（
Ⅳ
）
山
岸
文
蔵
編
纂
・
三
宅
虎
太
閲
『
国
憲
論
編
』
一
八
八
○
年
六
月
、

甘
泉
堂
、
七
八
’
八
二
頁
。
同
編
『
国
会
論
続
篇
』
同
五
月
、
甘
泉

堂
、
菊
池
大
麓
「
議
員
選
挙
法
新
案
」
、
四
二
’
五
二
頁
。
笹
島
吉
太

郎
著
版
『
国
民
合
約
論
』
同
九
月
。
織
田
純
一
郎
著
刊
『
通
俗
時
弊

論
』
初
編
、
同
十
一
月
。
杉
田
定
一
『
経
世
新
論
』
同
刊
、
十
月
、
そ

の
他
。
三
橋
惇
訳
末
広
重
恭
閲
『
万
国
国
会
大
要
』
巌
々
堂
、
同
九

月
．
財
露
１
列
鮎
餐
国
会
汎
論
』
文
会
舎
発
見
、
上
巻
、
五
月

刊
、
民
撰
議
院
と
元
老
院
の
構
成
で
選
挙
制
度
を
訳
述
し
た
。
八
一
’

一
三
七
頁
、
下
巻
、
九
月
刊
、
二
二
’
一
二
七
頁
。

（
肥
）
鋸
へ
レ
セ
ル
轆
轄
『
女
権
真
論
』
（
一
八
八
一
年
一
月
刊
）
、
思
誠
堂
蔵

版
。
栗
原
亮
一
蟇
訳
『
泰
西
名
家
政
論
蟇
」
中
山
嘉
次
氏
蔵
版
、
同
五

月
。
丸
山
名
政
『
国
会
之
準
備
』
秩
山
堂
、
同
十
一
月
。
杉
山
重
義

『
通
俗
国
会
之
組
立
』
漸
進
堂
蔵
版
、
同
四
月
刊
。

⑮
）
貯
儘
静
諦
今
潅
『
英
国
憲
法
論
』
上
下
巻
、
八
一
年
七
月
、
渋

江
保
出
版
。
元
老
院
蔵
版
『
各
国
憲
法
類
纂
』
同
十
二
月
。

職
駒
懲
鶏
雑
『
自
由
原
論
』
薔
薇
楼
蔵
梓
、
八
一
・
八
二
年
刊
．

陶
埼
サ
剛
禰
『
社
会
平
権
論
』
報
告
社
、
八
一
年
五
月
印
行
。

捗
毒
許
轄
『
政
治
論
略
』
士
月
、
元
老
院
蔵
版
．

（
別
）
江
馬
春
熈
『
国
会
論
之
理
由
』
八
一
年
一
月
、
学
知
軒
蔵
版
。
五
古

周
二
編
輯
『
板
垣
政
法
論
』
同
三
月
、
自
由
楼
蔵
刊
。
藤
田
一
郎
編
刊

『
国
家
挽
回
論
』
初
篇
、
同
六
月
。
林
包
明
『
政
治
論
綱
』
共
興
社
、

同
十
月
。
河
合
乗
茶
編
『
諸
大
家
筆
戦
録
』
秩
山
堂
、
同
十
二
月
刊
。

（
別
）
家
永
三
郎
・
松
永
昌
三
・
江
村
栄
一
編
『
明
治
前
期
の
憲
法
構
想
』

（
増
訂
版
第
二
版
）
、
一
九
八
七
年
、
明
治
憲
法
制
定
以
前
の
各
憲
法

草
案
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
東
海
大
学
教
授
）

○


